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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 住 居 手 当 の 経 過 措 置 に 関 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 住 居 手 当 の 経 過 措 置 に 関 す る 規 則

（ 適 用 除 外 職 員 ）

第 一 条 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 二 十 六 号 。 以 下 「 改 正 条

例 」 と い う 。 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

一 改 正 条 例 第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前

の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 改 正 前 給 与

条 例 」 と い う 。 ） 第 十 一 条 の 五 第 一 項 第 一 号 に 該 当 し て い た 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 の い ず れ か に

該 当 す る も の

イ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 一 条 の 五 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば

新 た に 同 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と と な る 職 員

ロ 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 し な い こ と と な

る 職 員

二 施 行 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し て い た 職 員 で あ っ

て 、 同 条 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か 又 は 全 て に 該 当 し な い こ と と な る 職 員

三 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 旧 手 当 額 が 二 千 円 以 下 と な る 職 員

四 前 三 号 に 掲 げ る 職 員 に 準 ず る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 が 定 め る 職 員

（ 家 賃 の 月 額 に 変 更 が あ っ た 場 合 の 旧 手 当 額 ）

第 二 条 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 額 を 基 礎 と し て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 住 居 手 当 の 月 額

に 相 当 す る 額 と す る 。

一 変 更 後 の 家 賃 の 月 額 が 当 該 変 更 前 に 支 給 さ れ て い た 改 正 条 例 附 則 第 三 条 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 月 額 の

算 出 の 基 礎 と な っ た 家 賃 の 月 額 （ 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 旧 家 賃 月 額 」 と い う 。 ） よ り 高 い 場 合

（ 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 旧 家 賃 月 額

二 変 更 後 の 家 賃 の 月 額 が 旧 家 賃 月 額 よ り 低 い 場 合 （ 次 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 変 更 後 の 家 賃 の 月 額

三 施 行 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し て い た 場 合 任 命 権

者 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 額

（ 確 認 及 び 決 定 ）

第 三 条 任 命 権 者 は 、 施 行 日 の 前 日 に 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ て い た 住 居 手 当 に 係

る 事 実 （ 令 和 二 年 三 月 二 日 か ら 施 行 日 ま で の 間 に お け る 当 該 住 居 手 当 に 係 る 家 賃 の 月 額 の 変 更 を 含 む 。 ） を

住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 五 号 ） 第 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 住

居 手 当 認 定 簿 そ の 他 の 資 料 に よ り 確 認 し 、 当 該 住 居 手 当 を 受 け て い た 職 員 が 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 の 職

員 た る 要 件 を 具 備 す る 場 合 は 、 施 行 日 に お い て 支 給 す べ き 同 条 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 月 額 を 決 定 し な け れ

ば な ら な い 。

（ 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）

第 四 条 改 正 条 例 附 則 第 三 条 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 は 、 令 和 二 年 四 月 か ら 開 始 し 、 職 員 が 同 条 第 一 項 の

職 員 た る 要 件 を 欠 く に 至 っ た 日 の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） 又

は 令 和 三 年 三 月 の い ず れ か 早 い 月 を も っ て 終 わ る 。

（ 住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 準 用 ）

第 五 条 住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 第 五 条 か ら 第 十 条 ま で （ 第 八 条 第 一 項 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 改 正 条 例 附

則 第 三 条 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 規 則 第 五 条 第 一 項 中 「 新 た

に 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 の 職 員 た る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 職 員 は 、 当 該 要 件 を 具 備 し て い る こ と 」 と あ

る の は 「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 三 条 の

規 定 に よ る 住 居 手 当 を 受 け て い る 職 員 は 、 そ の 居 住 す る 住 宅 、 家 賃 の 額 等 に 変 更 が あ つ た 場 合 に は 、 当 該 変

更 に 係 る 事 実 」 と 、 「 な ら な い 。 住 居 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 居 住 す る 住 宅 、 家 賃 の 額 等 に 変 更 が あ つ た 場

合 に つ い て も 、 同 様 と す る 」 と あ る の は 「 な ら な い 」 と 、 同 規 則 第 六 条 第 一 項 中 「 決 定 し 、 又 は 改 定 」 と あ

る の は 「 改 定 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 住 居 手 当
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 住 居 手 当 の 経 過 措 置 に 関 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 住 居 手 当 の 経 過 措 置 に 関 す る 規 則

（ 適 用 除 外 職 員 ）

第 一 条 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 二 十 六 号 。 以 下 「 改 正 条

例 」 と い う 。 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

一 改 正 条 例 第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前

の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 改 正 前 給 与

条 例 」 と い う 。 ） 第 十 一 条 の 五 第 一 項 第 一 号 に 該 当 し て い た 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 の い ず れ か に

該 当 す る も の

イ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 一 条 の 五 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば

新 た に 同 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と と な る 職 員

ロ 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 し な い こ と と な

る 職 員

二 施 行 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し て い た 職 員 で あ っ

て 、 同 条 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か 又 は 全 て に 該 当 し な い こ と と な る 職 員

三 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 旧 手 当 額 が 二 千 円 以 下 と な る 職 員

四 前 三 号 に 掲 げ る 職 員 に 準 ず る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 が 定 め る 職 員

（ 家 賃 の 月 額 に 変 更 が あ っ た 場 合 の 旧 手 当 額 ）

第 二 条 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 額 を 基 礎 と し て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 住 居 手 当 の 月 額

に 相 当 す る 額 と す る 。

一 変 更 後 の 家 賃 の 月 額 が 当 該 変 更 前 に 支 給 さ れ て い た 改 正 条 例 附 則 第 三 条 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 月 額 の

算 出 の 基 礎 と な っ た 家 賃 の 月 額 （ 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 旧 家 賃 月 額 」 と い う 。 ） よ り 高 い 場 合

（ 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 旧 家 賃 月 額

二 変 更 後 の 家 賃 の 月 額 が 旧 家 賃 月 額 よ り 低 い 場 合 （ 次 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 変 更 後 の 家 賃 の 月 額

三 施 行 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し て い た 場 合 任 命 権

者 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 額

（ 確 認 及 び 決 定 ）

第 三 条 任 命 権 者 は 、 施 行 日 の 前 日 に 改 正 前 給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ て い た 住 居 手 当 に 係

る 事 実 （ 令 和 二 年 三 月 二 日 か ら 施 行 日 ま で の 間 に お け る 当 該 住 居 手 当 に 係 る 家 賃 の 月 額 の 変 更 を 含 む 。 ） を

住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 五 号 ） 第 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 住

居 手 当 認 定 簿 そ の 他 の 資 料 に よ り 確 認 し 、 当 該 住 居 手 当 を 受 け て い た 職 員 が 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 の 職

員 た る 要 件 を 具 備 す る 場 合 は 、 施 行 日 に お い て 支 給 す べ き 同 条 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 月 額 を 決 定 し な け れ

ば な ら な い 。

（ 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）

第 四 条 改 正 条 例 附 則 第 三 条 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 は 、 令 和 二 年 四 月 か ら 開 始 し 、 職 員 が 同 条 第 一 項 の

職 員 た る 要 件 を 欠 く に 至 っ た 日 の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） 又

は 令 和 三 年 三 月 の い ず れ か 早 い 月 を も っ て 終 わ る 。

（ 住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 準 用 ）

第 五 条 住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 第 五 条 か ら 第 十 条 ま で （ 第 八 条 第 一 項 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 改 正 条 例 附

則 第 三 条 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 規 則 第 五 条 第 一 項 中 「 新 た

に 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 の 職 員 た る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 職 員 は 、 当 該 要 件 を 具 備 し て い る こ と 」 と あ

る の は 「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 三 条 の

規 定 に よ る 住 居 手 当 を 受 け て い る 職 員 は 、 そ の 居 住 す る 住 宅 、 家 賃 の 額 等 に 変 更 が あ つ た 場 合 に は 、 当 該 変

更 に 係 る 事 実 」 と 、 「 な ら な い 。 住 居 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 居 住 す る 住 宅 、 家 賃 の 額 等 に 変 更 が あ つ た 場

合 に つ い て も 、 同 様 と す る 」 と あ る の は 「 な ら な い 」 と 、 同 規 則 第 六 条 第 一 項 中 「 決 定 し 、 又 は 改 定 」 と あ

る の は 「 改 定 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 住 居 手 当

-
2

-

の 経 過 措 置 に 関 す る 規 則 （ 令 和 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号 ） 第 三 条 又 は 前 項 」 と 、 同 規 則 第 八 条 第 二

項 中 「 改 定 す る 。 前 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 住 居 手 当 の 月 額 を 増 額 し て 改 定 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 」 と あ

る の は 「 改 定 す る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 雑 則 ）

第 六 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 改 正 条 例 附 則 第 三 条 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め

る 。
令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第

二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係）

事務局長の専決事項 事務局長の専決事項

１一般的事項 １一般的事項

⑴事務局職員のうち事務局長課長主幹 ⑴事務局職員のうち事務局長課長主幹、 、 、 、 、 、

課長補佐副主幹係長及び主査以外の職員 課長補佐副主幹係長及び主査以外の職員、 、 、 、

（会計年度任用職員を除く）の任免 の任免。

⑵⑹略 ⑵⑹略～ ～

⑺職員（会計年度任用職員を除く）の営利⑺職員 の営利。

企業従事の許可 企業従事の許可

⑻⒃略 ⑻⒃略～ ～

２７略 ２７略～ ～

別表第４（第８条関係） 別表第４（第８条関係）

課長の専決事項 課長の専決事項

１会計年度任用職員の採用及び退職（免職の処

分による退職を除く）。

２職員（事務局長及び課長を除く次項第４１職員（事務局長及び課長を除く次項第３。 、 。 、

項第９項及び第10項において同じ）の職務項第７項及び第８項において同じ）の職務、 。 、 。

専念義務の免除の承認（総括課長補佐の専決事専念義務の免除の承認（総括課長補佐の専決事

項に係るものを除く） 項に係るものを除く）。 。

３７略 ２６略～ ～

８会計年度任用職員の営利企業従事の許可

９14 略 ７12 略～ ～

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（3）栃 木 県 公 報 号外第29号令和２（2020）年３月31日　火曜日

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め

る 。
令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第

二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係）

事務局長の専決事項 事務局長の専決事項

１一般的事項 １一般的事項

⑴事務局職員のうち事務局長課長主幹 ⑴事務局職員のうち事務局長課長主幹、 、 、 、 、 、

課長補佐副主幹係長及び主査以外の職員 課長補佐副主幹係長及び主査以外の職員、 、 、 、

（会計年度任用職員を除く）の任免 の任免。

⑵⑹略 ⑵⑹略～ ～

⑺職員（会計年度任用職員を除く）の営利⑺職員 の営利。

企業従事の許可 企業従事の許可

⑻⒃略 ⑻⒃略～ ～

２７略 ２７略～ ～

別表第４（第８条関係） 別表第４（第８条関係）

課長の専決事項 課長の専決事項

１会計年度任用職員の採用及び退職（免職の処

分による退職を除く）。

２職員（事務局長及び課長を除く次項第４１職員（事務局長及び課長を除く次項第３。 、 。 、

項第９項及び第10項において同じ）の職務項第７項及び第８項において同じ）の職務、 。 、 。

専念義務の免除の承認（総括課長補佐の専決事専念義務の免除の承認（総括課長補佐の専決事

項に係るものを除く） 項に係るものを除く）。 。

３７略 ２６略～ ～

８会計年度任用職員の営利企業従事の許可

９14 略 ７12 略～ ～

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 一 号

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 一 条 略 第 一 条 略

（ 非 常 勤 職 員 に 対 す る 退 職 手 当 ）

第 一 条 の 二 職 員 以 外 の 者 で 、 条 例 第 二 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 職 員 と み な さ れ る も の は 、 職 員 に つ い

て 定 め ら れ て い る 勤 務 時 間 以 上 勤 務 し た 日 （ 法 令

又 は 条 例 若 し く は こ れ に 基 づ き 任 命 権 者 が 定 め る

と こ ろ に よ り 勤 務 を 要 し な い こ と と さ れ 、 又 は 休

暇 を 与 え ら れ た 日 を 含 む 。 ） が 十 八 日 以 上 あ る 月

が 引 き 続 い て 十 二 月 に 至 つ た も の と す る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 者 に つ い て は 、 条 例 第 四 条 中 十

一 年 以 上 二 十 五 年 未 満 の 期 間 勤 続 し た 者 の 通 勤 に

よ る 傷 病 に よ る 退 職 及 び 死 亡 に よ る 退 職 に 係 る 部

分 以 外 の 部 分 の 規 定 、 条 例 第 五 条 中 公 務 上 の 傷 病

又 は 死 亡 に よ る 退 職 に 係 る 部 分 並 び に 二 十 五 年 以

上 勤 務 し た 者 の 通 勤 に よ る 傷 病 に よ る 退 職 及 び 死

亡 に よ る 退 職 に 係 る 部 分 以 外 の 部 分 の 規 定 並 び に

条 例 第 九 条 第 三 項 及 び 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で 並 び

に 第 二 十 一 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い も の と す る 。

３ 第 一 項 に 規 定 す る 者 の う ち 、 任 期 を 定 め て 任 用

さ れ る 職 員 で 、 そ の 任 期 の 満 了 に よ つ て 退 職 し た

も の に 対 す る 退 職 手 当 の 基 本 額 は 、 条 例 第 四 条 及

び 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 条 例 第 三

条 第 二 項 の 規 定 の 例 に よ り 計 算 し た 額 に 百 分 の 八

十 三 ・ 七 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（4） 栃 木 県 公 報 号外第29号令和２（2020）年３月31日　火曜日
栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 一 号

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 一 条 略 第 一 条 略

（ 非 常 勤 職 員 に 対 す る 退 職 手 当 ）

第 一 条 の 二 職 員 以 外 の 者 で 、 条 例 第 二 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 職 員 と み な さ れ る も の は 、 職 員 に つ い

て 定 め ら れ て い る 勤 務 時 間 以 上 勤 務 し た 日 （ 法 令

又 は 条 例 若 し く は こ れ に 基 づ き 任 命 権 者 が 定 め る

と こ ろ に よ り 勤 務 を 要 し な い こ と と さ れ 、 又 は 休

暇 を 与 え ら れ た 日 を 含 む 。 ） が 十 八 日 以 上 あ る 月

が 引 き 続 い て 十 二 月 に 至 つ た も の と す る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 者 に つ い て は 、 条 例 第 四 条 中 十

一 年 以 上 二 十 五 年 未 満 の 期 間 勤 続 し た 者 の 通 勤 に

よ る 傷 病 に よ る 退 職 及 び 死 亡 に よ る 退 職 に 係 る 部

分 以 外 の 部 分 の 規 定 、 条 例 第 五 条 中 公 務 上 の 傷 病

又 は 死 亡 に よ る 退 職 に 係 る 部 分 並 び に 二 十 五 年 以

上 勤 務 し た 者 の 通 勤 に よ る 傷 病 に よ る 退 職 及 び 死

亡 に よ る 退 職 に 係 る 部 分 以 外 の 部 分 の 規 定 並 び に

条 例 第 九 条 第 三 項 及 び 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で 並 び

に 第 二 十 一 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い も の と す る 。

３ 第 一 項 に 規 定 す る 者 の う ち 、 任 期 を 定 め て 任 用

さ れ る 職 員 で 、 そ の 任 期 の 満 了 に よ つ て 退 職 し た

も の に 対 す る 退 職 手 当 の 基 本 額 は 、 条 例 第 四 条 及

び 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 条 例 第 三

条 第 二 項 の 規 定 の 例 に よ り 計 算 し た 額 に 百 分 の 八

十 三 ・ 七 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 二 号

職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１３（第５条関係） 別表第１３（第５条関係）

学歴免許等資格区分表 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分 学歴免許等の区分

学歴免許等の資格 学歴免許等の資格

基準学歴区分学歴区分 基準学歴区分学歴区分

略 略

２短大卒一短大⑴学校教育法に２短大卒一短大⑴学校教育法に

３卒よる３年制の短 ３卒よる３年制の短

期大学の卒業又 期大学の卒業

は専門職大学の

修業年限３年の

前期課程の修了

⑵⑷略 ⑵⑷略～ ～

二短大⑴学校教育法に 二短大⑴学校教育法に

２卒よる２年制の短 ２卒よる２年制の短

期大学の卒業又 期大学の卒業

は専門職大学の

修業年限２年の

前期課程の修了

⑵⑹略 ⑵⑹略～ ～

略 略 略 略

略 略

備考略 備考略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 三 号

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 支 給 対 象 職 ） （ 支 給 対 象 職 ）

第 二 条 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 職 第 二 条 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 職

は 、 行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料 表 、 特 定 業 務 任 期 は 、 行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料 表 、 特 定 業 務 任 期

付 職 員 行 政 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 付 職 員 行 政 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究

職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 医 学 又 は 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 医 学 又 は

歯 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 職 （ 地 方 公 歯 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 職

務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第

百 十 号 ） 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 十 八 条 第 一 項 又

は 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十

六 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 五 号 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定

に よ り あ ら か じ め 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員

（ 以 下 「 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 」 と い） ）

う 。 ） の 職 を 除 く 。 ） 並 び に 医 療 職 給 料 表 一 及 び 並 び に 医 療 職 給 料 表 一 及 び

（ （

） ）

特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受 け 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受 け

（ （

る 職 員 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の る 職 員 の 職 （

職 及 び 医 師 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 二 医 師 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 二

年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後

の 医 師 法 （ 第 六 条 第 一 項 に お い て 「 平 成 十 二 年 改 の 医 師 法 （ 第 六 条 第 一 項 に お い て 「 平 成 十 二 年 改

正 後 の 医 師 法 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 の 二 第 一 項 に 正 後 の 医 師 法 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 の 二 第 一 項 に

規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 を 除 く 。 ） で 、 規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 を 除 く 。 ） で 、

次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

２ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 は 、）

行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料 表 、 医 療 職 給 料 表 二 、
（

特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 、 特 定 業 務 任 期

付 職 員 研 究 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療）

職 給 料 表 二 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 獣 医

（

師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の 職 を

除 く 。 ） と す る 。

３ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 職 は 、 ２ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 は 、） ）

医 療 職 給 料 表 三 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 医 療 職 給 料 表 三 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給

（ （

） ）

料 表 三 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 岡 本 台 病 料 表 三 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 岡 本 台 病

（ （

院 に 置 か れ る 看 護 師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 院 に 置 か れ る 看 護 師 の 職

付 採 用 職 員 の 職 を 除 く 。 ） と す る 。 と す る 。

（ 職 員 の 範 囲 ） （ 職 員 の 範 囲 ）

第 三 条 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 初 任 給 第 三 条 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 初 任 給

調 整 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 は 、 前 条 に 規 定 す る 職 調 整 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 は 、 前 条 に 規 定 す る 職

に 採 用 さ れ た 職 員 で あ つ て 、 そ の 採 用 が 、 前 条 第 に 採 用 さ れ た 職 員 で あ つ て 、 そ の 採 用 が 、 前 条 第

-
2

-

一 項 に 規 定 す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は 学 一 項 に 規 定 す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は 学

校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に 規 定 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に 規 定

す る 大 学 （ 以 下 「 大 学 」 と い う 。 ） 卒 す る 大 学 （ 第 六 条 に お い て 「 大 学 」 と い う 。 ） 卒

業 の 日 か ら 三 十 七 年 （ 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 業 の 日 か ら 三 十 七 年 （ 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律

第 二 百 一 号 ） に 規 定 す る 臨 床 研 修 （ 第 六 条 に お い 第 二 百 一 号 ） に 規 定 す る 臨 床 研 修 （ 第 六 条 に お い

て 「 臨 床 研 修 」 と い う 。 ） を 経 た 者 に あ つ て は 三 て 「 臨 床 研 修 」 と い う 。 ） を 経 た 者 に あ つ て は 三

十 九 年 、 医 師 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 十 九 年 、 医 師 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 四 十

三 年 法 律 第 四 十 七 号 ） に よ る 改 正 前 の 医 師 法 に 規 三 年 法 律 第 四 十 七 号 ） に よ る 改 正 前 の 医 師 法 に 規

定 す る 実 地 修 練 （ 第 六 条 に お い て 「 実 地 修 練 」 と 定 す る 実 地 修 練 （ 第 六 条 に お い て 「 実 地 修 練 」 と

い う 。 ） を 経 た 者 に あ つ て は 三 十 八 年 ） を 経 過 す い う 。 ） を 経 た 者 に あ つ て は 三 十 八 年 ） を 経 過 す

る ま で の 期 間 （ 旧 専 門 学 校 令 （ 明 治 三 十 六 年 勅 令 る ま で の 期 間 （ 旧 専 門 学 校 令 （ 明 治 三 十 六 年 勅 令

第 六 十 一 号 ） に よ る 専 門 学 校 等 で 人 事 委 員 会 の 定 第 六 十 一 号 ） に よ る 専 門 学 校 等 で 人 事 委 員 会 の 定

め る も の を 卒 業 し た 者 に あ つ て は 、 人 事 委 員 会 の め る も の を 卒 業 し た 者 に あ つ て は 、 人 事 委 員 会 の

定 め る こ れ に 準 ず る 期 間 。 ） 、 前 条 第 二 項 に 規 定 定 め る こ れ に 準 ず る 期 間 。 ） 、 前 条 第 二 項 に 規 定

す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は 大 学 卒 業 の 日 す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は

か ら 十 六 年 を 経 過 す る ま で の 期 間 、 同 条 第 三 項 に

規 定 す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は 保 健 師 助 保 健 師 助

産 師 看 護 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 三 号 ） の 産 師 看 護 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 三 号 ） の

規 定 に 基 づ き 文 部 科 学 大 臣 が 指 定 し た 学 校 又 は 厚 規 定 に 基 づ き 文 部 科 学 大 臣 が 指 定 し た 学 校 又 は 厚

生 労 働 大 臣 が 指 定 し た 看 護 師 養 成 所 （ 以 下 「 学 校 生 労 働 大 臣 が 指 定 し た 看 護 師 養 成 所 （ 以 下 「 学 校

等 」 と い う 。 ） で 同 項 に 規 定 す る 職 に 必 要 な 免 許 等 」 と い う 。 ） で 同 項 に 規 定 す る 職 に 必 要 な 免 許

に 対 応 す る 学 校 等 卒 業 の 日 か ら 五 年 を 経 過 す る ま に 対 応 す る 学 校 等 卒 業 の 日 か ら 五 年 を 経 過 す る ま

で の 期 間 （ 以 下 こ れ ら を 「 経 過 期 間 」 と い う 。 ） で の 期 間 （ 以 下 こ れ ら を 「 経 過 期 間 」 と い う 。 ）

内 に 行 わ れ た も の と す る 。 内 に 行 わ れ た も の と す る 。

第 五 条 前 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 初 任 給 調 整 手 第 五 条 前 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 初 任 給 調 整 手

当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 が 通 算 し て 三 十 五 年 （ 第 当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 が 通 算 し て 三 十 五 年 （ 第

二 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ つ て は 十 五 年 、 同 条 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ つ て は 、

第 三 項 に 規 定 す る 職 に あ つ て は 五 年 ） に 達 し て い 五 年 ） に 達 し て い

る 職 員 に は 、 初 任 給 調 整 手 当 は 支 給 し な い 。 る 職 員 に は 、 初 任 給 調 整 手 当 は 支 給 し な い 。

（ 支 給 期 間 及 び 支 給 額 ） （ 支 給 期 間 及 び 支 給 額 ）

第 六 条 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 は 第 二 条 第 一 項 第 六 条 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 は 第 二 条 第 一 項

に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て は 三 十 五 年 、 同 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て は 三 十 五 年 、 同

条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て は 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て は

年 、 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て

は 五 年 と し 、 そ の 月 額 は 職 員 の 区 分 及 び 採 用 の 日 五 年 と し 、 そ の 月 額 は 職 員 の 区 分 及 び 採 用 の 日

（ 採 用 の 日 に 平 成 十 二 年 改 正 後 の 医 師 法 第 十 六 条 （ 採 用 の 日 に 平 成 十 二 年 改 正 後 の 医 師 法 第 十 六 条

の 二 第 一 項 に 規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 に の 二 第 一 項 に 規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 に

あ つ て は 、 当 該 研 修 の 修 了 し た 日 の 翌 日 ） 又 は 第 あ つ て は 、 当 該 研 修 の 修 了 し た 日 の 翌 日 ） 又 は 第

四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 以 後 の 期 間 の 区 分 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 以 後 の 期 間 の 区 分

に 応 じ た 別 表 第 一 、 別 表 第 二 又 は 別 表 第 三 に 掲 げ に 応 じ た 別 表 第 一 又 は 別 表 第 二 に 掲 げ

る 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 る 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平

第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る

育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ

る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額

に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例

（ 平 成 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 （ 平 成 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一

項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得



（6） 栃 木 県 公 報 号外第29号令和２（2020）年３月31日　火曜日
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一 項 に 規 定 す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は 学 一 項 に 規 定 す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は 学

校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に 規 定 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に 規 定

す る 大 学 （ 以 下 「 大 学 」 と い う 。 ） 卒 す る 大 学 （ 第 六 条 に お い て 「 大 学 」 と い う 。 ） 卒

業 の 日 か ら 三 十 七 年 （ 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 業 の 日 か ら 三 十 七 年 （ 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律

第 二 百 一 号 ） に 規 定 す る 臨 床 研 修 （ 第 六 条 に お い 第 二 百 一 号 ） に 規 定 す る 臨 床 研 修 （ 第 六 条 に お い

て 「 臨 床 研 修 」 と い う 。 ） を 経 た 者 に あ つ て は 三 て 「 臨 床 研 修 」 と い う 。 ） を 経 た 者 に あ つ て は 三

十 九 年 、 医 師 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 十 九 年 、 医 師 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 四 十

三 年 法 律 第 四 十 七 号 ） に よ る 改 正 前 の 医 師 法 に 規 三 年 法 律 第 四 十 七 号 ） に よ る 改 正 前 の 医 師 法 に 規

定 す る 実 地 修 練 （ 第 六 条 に お い て 「 実 地 修 練 」 と 定 す る 実 地 修 練 （ 第 六 条 に お い て 「 実 地 修 練 」 と

い う 。 ） を 経 た 者 に あ つ て は 三 十 八 年 ） を 経 過 す い う 。 ） を 経 た 者 に あ つ て は 三 十 八 年 ） を 経 過 す

る ま で の 期 間 （ 旧 専 門 学 校 令 （ 明 治 三 十 六 年 勅 令 る ま で の 期 間 （ 旧 専 門 学 校 令 （ 明 治 三 十 六 年 勅 令

第 六 十 一 号 ） に よ る 専 門 学 校 等 で 人 事 委 員 会 の 定 第 六 十 一 号 ） に よ る 専 門 学 校 等 で 人 事 委 員 会 の 定

め る も の を 卒 業 し た 者 に あ つ て は 、 人 事 委 員 会 の め る も の を 卒 業 し た 者 に あ つ て は 、 人 事 委 員 会 の

定 め る こ れ に 準 ず る 期 間 。 ） 、 前 条 第 二 項 に 規 定 定 め る こ れ に 準 ず る 期 間 。 ） 、 前 条 第 二 項 に 規 定

す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は 大 学 卒 業 の 日 す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は

か ら 十 六 年 を 経 過 す る ま で の 期 間 、 同 条 第 三 項 に

規 定 す る 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は 保 健 師 助 保 健 師 助

産 師 看 護 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 三 号 ） の 産 師 看 護 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 三 号 ） の

規 定 に 基 づ き 文 部 科 学 大 臣 が 指 定 し た 学 校 又 は 厚 規 定 に 基 づ き 文 部 科 学 大 臣 が 指 定 し た 学 校 又 は 厚

生 労 働 大 臣 が 指 定 し た 看 護 師 養 成 所 （ 以 下 「 学 校 生 労 働 大 臣 が 指 定 し た 看 護 師 養 成 所 （ 以 下 「 学 校

等 」 と い う 。 ） で 同 項 に 規 定 す る 職 に 必 要 な 免 許 等 」 と い う 。 ） で 同 項 に 規 定 す る 職 に 必 要 な 免 許

に 対 応 す る 学 校 等 卒 業 の 日 か ら 五 年 を 経 過 す る ま に 対 応 す る 学 校 等 卒 業 の 日 か ら 五 年 を 経 過 す る ま

で の 期 間 （ 以 下 こ れ ら を 「 経 過 期 間 」 と い う 。 ） で の 期 間 （ 以 下 こ れ ら を 「 経 過 期 間 」 と い う 。 ）

内 に 行 わ れ た も の と す る 。 内 に 行 わ れ た も の と す る 。

第 五 条 前 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 初 任 給 調 整 手 第 五 条 前 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 初 任 給 調 整 手

当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 が 通 算 し て 三 十 五 年 （ 第 当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 が 通 算 し て 三 十 五 年 （ 第

二 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ つ て は 十 五 年 、 同 条 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ つ て は 、

第 三 項 に 規 定 す る 職 に あ つ て は 五 年 ） に 達 し て い 五 年 ） に 達 し て い

る 職 員 に は 、 初 任 給 調 整 手 当 は 支 給 し な い 。 る 職 員 に は 、 初 任 給 調 整 手 当 は 支 給 し な い 。

（ 支 給 期 間 及 び 支 給 額 ） （ 支 給 期 間 及 び 支 給 額 ）

第 六 条 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 は 第 二 条 第 一 項 第 六 条 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 は 第 二 条 第 一 項

に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て は 三 十 五 年 、 同 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て は 三 十 五 年 、 同

条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て は 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て は

年 、 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 に つ い て

は 五 年 と し 、 そ の 月 額 は 職 員 の 区 分 及 び 採 用 の 日 五 年 と し 、 そ の 月 額 は 職 員 の 区 分 及 び 採 用 の 日

（ 採 用 の 日 に 平 成 十 二 年 改 正 後 の 医 師 法 第 十 六 条 （ 採 用 の 日 に 平 成 十 二 年 改 正 後 の 医 師 法 第 十 六 条

の 二 第 一 項 に 規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 に の 二 第 一 項 に 規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 に

あ つ て は 、 当 該 研 修 の 修 了 し た 日 の 翌 日 ） 又 は 第 あ つ て は 、 当 該 研 修 の 修 了 し た 日 の 翌 日 ） 又 は 第

四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 以 後 の 期 間 の 区 分 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 以 後 の 期 間 の 区 分

に 応 じ た 別 表 第 一 、 別 表 第 二 又 は 別 表 第 三 に 掲 げ に 応 じ た 別 表 第 一 又 は 別 表 第 二 に 掲 げ

る 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 る 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平

第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る

育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ

る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額

に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例

（ 平 成 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 （ 平 成 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一

項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得
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た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。 は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 に こ の 場 合 に お い て 、 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 の う ち 大 学 （ 旧 専 門 学 校 令 に よ る 専 門 学 あ る 職 員 の う ち 大 学 （ 旧 専 門 学 校 令 に よ る 専 門 学

校 等 で 人 事 委 員 会 の 定 め る も の を 含 む 。 ） 卒 業 の 校 等 で 人 事 委 員 会 の 定 め る も の を 含 む 。 ） 卒 業 の

日 か ら そ れ ぞ れ 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 日 か ら そ れ ぞ れ 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職

員 と な つ た 日 ま で の 期 間 が 四 年 （ 臨 床 研 修 を 経 た 員 と な つ た 日 ま で の 期 間 が 四 年 （ 臨 床 研 修 を 経 た

場 合 に あ つ て は 六 年 、 実 地 修 練 を 経 た 場 合 に あ つ 場 合 に あ つ て は 六 年 、 実 地 修 練 を 経 た 場 合 に あ つ

て は 五 年 ） を 超 え る こ と と な る 職 員 （ 学 校 教 育 法 て は 五 年 ） を 超 え る こ と と な る 職 員 （ 学 校 教 育 法

に 規 定 す る 大 学 院 の 博 士 課 程 の 所 定 の 単 位 を 修 得 に 規 定 す る 大 学 院 の 博 士 課 程 の 所 定 の 単 位 を 修 得

し て 、 か つ 、 同 課 程 の 所 定 の 期 間 を 経 過 し た 日 か し て 、 か つ 、 同 課 程 の 所 定 の 期 間 を 経 過 し た 日 か

ら 三 年 内 の 職 員 を 除 く 。 ） に 対 す る 別 表 第 一 の 適 ら 三 年 内 の 職 員 を 除 く 。 ） に 対 す る 別 表 第 一 の 適

用 に つ い て は 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 用 に つ い て は 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員

と な つ た 日 か ら そ の 超 え る こ と と な る 期 間 （ 一 年 と な つ た 日 か ら そ の 超 え る こ と と な る 期 間 （ 一 年

に 満 た な い 期 間 が あ る と き は 、 そ の 期 間 を 一 年 と に 満 た な い 期 間 が あ る と き は 、 そ の 期 間 を 一 年 と

し て 算 定 し た 期 間 ） に 相 当 す る 期 間 、 第 二 条 第 二 し て 算 定 し た 期 間 ） に 相 当 す る 期 間 、 第 二 条 第 二

項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 の う ち 大 学 卒 業 の 日 か 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員

ら そ れ ぞ れ 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と

な つ た 日 ま で の 期 間 が 四 年 を 超 え る こ と と な る 職

員 に 対 す る 別 表 第 二 の 適 用 に つ い て は 採 用 の 日 又

は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 か ら そ の 超 え

る こ と と な る 期 間 （ 一 年 に 満 た な い 期 間 が あ る と

き は 、 そ の 期 間 を 一 年 と し て 算 定 し た 期 間 ） に 相

当 す る 期 間 、 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職

員 に 対 す る 別 表 第 三 の 適 用 に つ い て は 採 用 の 日 又 に 対 す る 別 表 第 二 の 適 用 に つ い て は 採 用 の 日 又

は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 か ら 学 校 等 卒 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 か ら 学 校 等 卒

業 の 日 の 属 す る 年 の 四 月 一 日 か ら そ れ ぞ れ 採 用 の 業 の 日 の 属 す る 年 の 四 月 一 日 か ら そ れ ぞ れ 採 用 の

日 又 は 第 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 の 日 又 は 第 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 の

前 日 ま で の 期 間 （ 一 年 に 満 た な い 期 間 が あ る と き 前 日 ま で の 期 間 （ 一 年 に 満 た な い 期 間 が あ る と き

は 、 そ の 期 間 を 一 年 と し て 算 定 し た 期 間 ） に 相 当 は 、 そ の 期 間 を 一 年 と し て 算 定 し た 期 間 ） に 相 当

す る 期 間 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の と す る 期 間 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の と

す る 。 す る 。

２ 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い る 職 員 が 休 職 に ２ 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い る 職 員 が 休 職 に

さ れ 、 又 は 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ さ れ 、 又 は 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ

れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 栃 れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 栃

木 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 木 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣

さ れ た 場 合 に お け る 当 該 職 員 に 対 す る 別 表 第 一 、 さ れ た 場 合 に お け る 当 該 職 員 に 対 す る 別 表 第 一 又

別 表 第 二 又 は 別 表 第 三 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 休 は 別 表 第 二 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 休

職 の 期 間 （ 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 給 職 の 期 間 （ 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 給

与 の 全 額 を 支 給 さ れ る 休 職 の 期 間 を 除 く 。 ） 又 は 与 の 全 額 を 支 給 さ れ る 休 職 の 期 間 を 除 く 。 ） 又 は

当 該 派 遣 の 期 間 は 、 こ れ ら の 表 の 期 間 の 区 分 欄 に 当 該 派 遣 の 期 間 は 、 こ れ ら の 表 の 期 間 の 区 分 欄 に

掲 げ る 期 間 に は 算 入 し な い 。 掲 げ る 期 間 に は 算 入 し な い 。

３ 第 一 項 後 段 に 規 定 す る 職 員 の う ち 同 項 後 段 の 規 ３ 第 一 項 後 段 に 規 定 す る 職 員 の う ち 同 項 後 段 の 規

定 の 適 用 に よ り 初 任 給 調 整 手 当 の 月 額 が 別 表 第 定 の 適 用 に よ り 初 任 給 調 整 手 当 の 月 額 が 別 表 第

一 、 別 表 第 二 又 は 別 表 第 三 に 掲 げ ら れ て い な い こ 一 又 は 別 表 第 二 に 掲 げ ら れ て い な い こ

と と な つ た 職 員 で 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ る と と な つ た 職 員 で 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ る

も の に つ い て 各 任 命 権 者 が あ ら か じ め 人 事 委 員 会 も の に つ い て 各 任 命 権 者 が あ ら か じ め 人 事 委 員 会

の 承 認 を 得 た 場 合 の 当 該 職 員 に 支 給 す る 初 任 給 調 の 承 認 を 得 た 場 合 の 当 該 職 員 に 支 給 す る 初 任 給 調

整 手 当 の 支 給 期 間 及 び 月 額 は 、 同 項 の 規 定 に か か 整 手 当 の 支 給 期 間 及 び 月 額 は 、 同 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 わ ら ず 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
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た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。 は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 に こ の 場 合 に お い て 、 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 に

あ る 職 員 の う ち 大 学 （ 旧 専 門 学 校 令 に よ る 専 門 学 あ る 職 員 の う ち 大 学 （ 旧 専 門 学 校 令 に よ る 専 門 学

校 等 で 人 事 委 員 会 の 定 め る も の を 含 む 。 ） 卒 業 の 校 等 で 人 事 委 員 会 の 定 め る も の を 含 む 。 ） 卒 業 の

日 か ら そ れ ぞ れ 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 日 か ら そ れ ぞ れ 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職

員 と な つ た 日 ま で の 期 間 が 四 年 （ 臨 床 研 修 を 経 た 員 と な つ た 日 ま で の 期 間 が 四 年 （ 臨 床 研 修 を 経 た

場 合 に あ つ て は 六 年 、 実 地 修 練 を 経 た 場 合 に あ つ 場 合 に あ つ て は 六 年 、 実 地 修 練 を 経 た 場 合 に あ つ

て は 五 年 ） を 超 え る こ と と な る 職 員 （ 学 校 教 育 法 て は 五 年 ） を 超 え る こ と と な る 職 員 （ 学 校 教 育 法

に 規 定 す る 大 学 院 の 博 士 課 程 の 所 定 の 単 位 を 修 得 に 規 定 す る 大 学 院 の 博 士 課 程 の 所 定 の 単 位 を 修 得

し て 、 か つ 、 同 課 程 の 所 定 の 期 間 を 経 過 し た 日 か し て 、 か つ 、 同 課 程 の 所 定 の 期 間 を 経 過 し た 日 か

ら 三 年 内 の 職 員 を 除 く 。 ） に 対 す る 別 表 第 一 の 適 ら 三 年 内 の 職 員 を 除 く 。 ） に 対 す る 別 表 第 一 の 適

用 に つ い て は 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 用 に つ い て は 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員

と な つ た 日 か ら そ の 超 え る こ と と な る 期 間 （ 一 年 と な つ た 日 か ら そ の 超 え る こ と と な る 期 間 （ 一 年

に 満 た な い 期 間 が あ る と き は 、 そ の 期 間 を 一 年 と に 満 た な い 期 間 が あ る と き は 、 そ の 期 間 を 一 年 と

し て 算 定 し た 期 間 ） に 相 当 す る 期 間 、 第 二 条 第 二 し て 算 定 し た 期 間 ） に 相 当 す る 期 間 、 第 二 条 第 二

項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 の う ち 大 学 卒 業 の 日 か 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員

ら そ れ ぞ れ 採 用 の 日 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と

な つ た 日 ま で の 期 間 が 四 年 を 超 え る こ と と な る 職

員 に 対 す る 別 表 第 二 の 適 用 に つ い て は 採 用 の 日 又

は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 か ら そ の 超 え

る こ と と な る 期 間 （ 一 年 に 満 た な い 期 間 が あ る と

き は 、 そ の 期 間 を 一 年 と し て 算 定 し た 期 間 ） に 相

当 す る 期 間 、 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職

員 に 対 す る 別 表 第 三 の 適 用 に つ い て は 採 用 の 日 又 に 対 す る 別 表 第 二 の 適 用 に つ い て は 採 用 の 日 又

は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 か ら 学 校 等 卒 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 か ら 学 校 等 卒

業 の 日 の 属 す る 年 の 四 月 一 日 か ら そ れ ぞ れ 採 用 の 業 の 日 の 属 す る 年 の 四 月 一 日 か ら そ れ ぞ れ 採 用 の

日 又 は 第 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 の 日 又 は 第 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 日 の

前 日 ま で の 期 間 （ 一 年 に 満 た な い 期 間 が あ る と き 前 日 ま で の 期 間 （ 一 年 に 満 た な い 期 間 が あ る と き

は 、 そ の 期 間 を 一 年 と し て 算 定 し た 期 間 ） に 相 当 は 、 そ の 期 間 を 一 年 と し て 算 定 し た 期 間 ） に 相 当

す る 期 間 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の と す る 期 間 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の と

す る 。 す る 。

２ 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い る 職 員 が 休 職 に ２ 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い る 職 員 が 休 職 に

さ れ 、 又 は 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ さ れ 、 又 は 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ

れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 栃 れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 栃

木 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 木 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣

さ れ た 場 合 に お け る 当 該 職 員 に 対 す る 別 表 第 一 、 さ れ た 場 合 に お け る 当 該 職 員 に 対 す る 別 表 第 一 又

別 表 第 二 又 は 別 表 第 三 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 休 は 別 表 第 二 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 休

職 の 期 間 （ 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 給 職 の 期 間 （ 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 給

与 の 全 額 を 支 給 さ れ る 休 職 の 期 間 を 除 く 。 ） 又 は 与 の 全 額 を 支 給 さ れ る 休 職 の 期 間 を 除 く 。 ） 又 は

当 該 派 遣 の 期 間 は 、 こ れ ら の 表 の 期 間 の 区 分 欄 に 当 該 派 遣 の 期 間 は 、 こ れ ら の 表 の 期 間 の 区 分 欄 に

掲 げ る 期 間 に は 算 入 し な い 。 掲 げ る 期 間 に は 算 入 し な い 。

３ 第 一 項 後 段 に 規 定 す る 職 員 の う ち 同 項 後 段 の 規 ３ 第 一 項 後 段 に 規 定 す る 職 員 の う ち 同 項 後 段 の 規

定 の 適 用 に よ り 初 任 給 調 整 手 当 の 月 額 が 別 表 第 定 の 適 用 に よ り 初 任 給 調 整 手 当 の 月 額 が 別 表 第

一 、 別 表 第 二 又 は 別 表 第 三 に 掲 げ ら れ て い な い こ 一 又 は 別 表 第 二 に 掲 げ ら れ て い な い こ

と と な つ た 職 員 で 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ る と と な つ た 職 員 で 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ る

も の に つ い て 各 任 命 権 者 が あ ら か じ め 人 事 委 員 会 も の に つ い て 各 任 命 権 者 が あ ら か じ め 人 事 委 員 会

の 承 認 を 得 た 場 合 の 当 該 職 員 に 支 給 す る 初 任 給 調 の 承 認 を 得 た 場 合 の 当 該 職 員 に 支 給 す る 初 任 給 調

整 手 当 の 支 給 期 間 及 び 月 額 は 、 同 項 の 規 定 に か か 整 手 当 の 支 給 期 間 及 び 月 額 は 、 同 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 わ ら ず 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
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第 七 条 第 三 条 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 第 七 条 第 三 条 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た

者 （ 第 五 条 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 こ 者 （ 第 五 条 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 こ

れ ら の 職 員 と な つ た 日 前 に 初 任 給 調 整 手 当 を 支 給 れ ら の 職 員 と な つ た 日 前 に 初 任 給 調 整 手 当 を 支 給

さ れ て い た こ と の あ る 者 で 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ さ れ て い た こ と の あ る 者 で 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 に 既 に 初 任 給 調 整 手 る 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 に 既 に 初 任 給 調 整 手

当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 に 相 当 す る 期 間 を 加 え た 当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 に 相 当 す る 期 間 を 加 え た

期 間 が 三 十 五 年 （ 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ 期 間 が 三 十 五 年

る 職 員 に あ つ て は 、 十 五 年 ） を 超 え る こ と と な る を 超 え る こ と と な る

も の に 係 る 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 及 び 支 給 額 も の に 係 る 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 及 び 支 給 額

は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 支 給 期 間 の う ち 、 そ は 、 同 項 の 規 定 に よ る 支 給 期 間 の う ち 、 そ

の 超 え る こ と と な る 期 間 に 相 当 す る 期 間 初 任 給 調 の 超 え る こ と と な る 期 間 に 相 当 す る 期 間 初 任 給 調

整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お け る 整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お け る

期 間 及 び 額 と す る 。 期 間 及 び 額 と す る 。

別 表 第 二 中 「第２条第２項」 を 「第２条第３項」 に 改 め 、 同 表 を 別 表 第 三 と し 、 別 表 第 一 の 次 に 次 の 一 表 を

加 え る 。

別表第２（第６条関係）

職員の区分

第２条第２項の職を占める職員

期間の区分

円

１年未満 ３００００，

１年以上２年未満 ３００００，

２年以上３年未満 ３００００，

３年以上４年未満 ３００００，

４年以上５年未満 ３００００，

５年以上６年未満 ３００００，

６年以上７年未満 ２７０００，

７年以上８年未満 ２４０００，

８年以上９年未満 ２１０００，

９年以上1 0年未満 １８０００，

1 0年以上1 1年未満 １５０００，

1 1年以上1 2年未満 １２０００，

1 2年以上1 3年未満 ９０００，
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第 七 条 第 三 条 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た 第 七 条 第 三 条 又 は 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と な つ た

者 （ 第 五 条 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 こ 者 （ 第 五 条 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 こ

れ ら の 職 員 と な つ た 日 前 に 初 任 給 調 整 手 当 を 支 給 れ ら の 職 員 と な つ た 日 前 に 初 任 給 調 整 手 当 を 支 給

さ れ て い た こ と の あ る 者 で 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ さ れ て い た こ と の あ る 者 で 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 に 既 に 初 任 給 調 整 手 る 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 に 既 に 初 任 給 調 整 手

当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 に 相 当 す る 期 間 を 加 え た 当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 に 相 当 す る 期 間 を 加 え た

期 間 が 三 十 五 年 （ 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 に あ 期 間 が 三 十 五 年

る 職 員 に あ つ て は 、 十 五 年 ） を 超 え る こ と と な る を 超 え る こ と と な る

も の に 係 る 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 及 び 支 給 額 も の に 係 る 初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 期 間 及 び 支 給 額

は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 支 給 期 間 の う ち 、 そ は 、 同 項 の 規 定 に よ る 支 給 期 間 の う ち 、 そ

の 超 え る こ と と な る 期 間 に 相 当 す る 期 間 初 任 給 調 の 超 え る こ と と な る 期 間 に 相 当 す る 期 間 初 任 給 調

整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お け る 整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お け る

期 間 及 び 額 と す る 。 期 間 及 び 額 と す る 。

別 表 第 二 中 「第２条第２項」 を 「第２条第３項」 に 改 め 、 同 表 を 別 表 第 三 と し 、 別 表 第 一 の 次 に 次 の 一 表 を

加 え る 。

別表第２（第６条関係）

職員の区分

第２条第２項の職を占める職員

期間の区分

円

１年未満 ３００００，

１年以上２年未満 ３００００，

２年以上３年未満 ３００００，

３年以上４年未満 ３００００，

４年以上５年未満 ３００００，

５年以上６年未満 ３００００，

６年以上７年未満 ２７０００，

７年以上８年未満 ２４０００，

８年以上９年未満 ２１０００，

９年以上1 0年未満 １８０００，

1 0年以上1 1年未満 １５０００，

1 1年以上1 2年未満 １２０００，

1 2年以上1 3年未満 ９０００，

-
5

-

1 3年以上1 4年未満 ６０００，

1 4年以上1 5年未満 ３０００，

備考この表において期間の区分欄に掲げる年数は採用の日又は第４条第２号の職員となつた日以後の、 、

期間を示す。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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1 3年以上1 4年未満 ６０００，

1 4年以上1 5年未満 ３０００，

備考この表において期間の区分欄に掲げる年数は採用の日又は第４条第２号の職員となつた日以後の、 、

期間を示す。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号

住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 ） （ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）

第 四 条 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員 第 四 条 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員

会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関

す る 規 則 （ 平 成 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 す る 規 則 （ 平 成 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二

号 ） 第 五 条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条

の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八

条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ

れ た 職 員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 れ た 職 員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満

十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に あ る 子 が 居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 の 間 に あ る 子 が 居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号

に 規 定 す る 異 動 又 は 事 務 所 の 移 転 （ 国 家 公 務 員 等 に 規 定 す る 異 動 又 は 事 務 所 の 移 転 （ 国 家 公 務 員 等

（ 条 例 第 十 一 条 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 国 家 公 務 員 （ 条 例 第 十 一 条 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 国 家 公 務 員

等 を い う 。 ） で あ つ た 者 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 等 を い う 。 ） で あ つ た 者 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適

用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 に あ つ て は 当 該 適 用 、 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 に あ つ て は 当 該 適 用 、

外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の

処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 栃 木 県 条 例 第 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 栃 木 県 条 例 第

二 号 ） 第 二 条 第 一 項 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の 職 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の 職

員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 条 例 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 条 例

第 四 十 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 か ら 第 四 十 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 か ら

職 務 に 復 帰 し た 職 員 に あ つ て は 当 該 復 帰 又 は 職 員 職 務 に 復 帰 し た 職 員 に あ つ て は 当 該 復 帰 又 は 職 員

の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 栃 木 県 条 例 第

四 十 四 号 ） 第 二 条 第 二 号 の 規 定 に よ る 休 職 か ら 復 四 十 四 号 ） 第 二 条 第 二 号 の 規 定 に よ る 休 職 か ら 復

職 し た 職 員 に あ つ て は 当 該 復 職 ） の 直 前 の 住 居 で 職 し た 職 員 に あ つ て は 当 該 復 職 ） の 直 前 の 住 居 で

あ つ た 住 宅 （ 県 有 公 舎 及 び 職 員 宿 舎 等 を 除 く 。 ） あ つ た 住 宅 （ 県 有 公 舎 及 び 職 員 宿 舎 等 を 除 く 。 ）

又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 の 定 め る 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 の 定 め る

住 宅 を 借 り 受 け 、 月 額 一 万 六 千 円 を 超 え る 家 賃 を 住 宅 を 借 り 受 け 、 月 額 一 万 二 千 円 を 超 え る 家 賃 を

支 払 つ て い る も の と す る 。 支 払 つ て い る も の と す る 。

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 職 員 の 給 与 に 関 ２ 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 二 年 三 月 三

す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 二 条 第 二 号 の 適 用 に つ

県 条 例 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 三 条 の 規 定 に よ る 住 居 い て は 、 同 号 中 「 条 例 第 十 一 条 第 一 項 」 と あ る の

手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 で あ つ て 、 同 年 四 月 一 は 、 「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

日 に お い て も 引 き 続 き 当 該 住 居 手 当 に 係 る 住 宅 を る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 五 号 ） 附

借 り 受 け 、 家 賃 を 支 払 つ て い る も の の う ち 、 同 日 則 第 三 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 十 一

に 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 各 号 に 該 当 す る こ と と 条 第 一 項 」 と す る 。

な る も の に つ い て は 、 令 和 二 年 三 月 三 十 一 日 に お
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号

住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

住 居 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 ） （ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）

第 四 条 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員 第 四 条 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員

会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関

す る 規 則 （ 平 成 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 す る 規 則 （ 平 成 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二

号 ） 第 五 条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条

の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八

条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ

れ た 職 員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 れ た 職 員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満

十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に あ る 子 が 居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 の 間 に あ る 子 が 居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号

に 規 定 す る 異 動 又 は 事 務 所 の 移 転 （ 国 家 公 務 員 等 に 規 定 す る 異 動 又 は 事 務 所 の 移 転 （ 国 家 公 務 員 等

（ 条 例 第 十 一 条 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 国 家 公 務 員 （ 条 例 第 十 一 条 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 国 家 公 務 員

等 を い う 。 ） で あ つ た 者 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 等 を い う 。 ） で あ つ た 者 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適

用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 に あ つ て は 当 該 適 用 、 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 に あ つ て は 当 該 適 用 、

外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の

処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 栃 木 県 条 例 第 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 栃 木 県 条 例 第

二 号 ） 第 二 条 第 一 項 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の 職 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の 職

員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 条 例 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 条 例

第 四 十 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 か ら 第 四 十 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 か ら

職 務 に 復 帰 し た 職 員 に あ つ て は 当 該 復 帰 又 は 職 員 職 務 に 復 帰 し た 職 員 に あ つ て は 当 該 復 帰 又 は 職 員

の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 栃 木 県 条 例 第

四 十 四 号 ） 第 二 条 第 二 号 の 規 定 に よ る 休 職 か ら 復 四 十 四 号 ） 第 二 条 第 二 号 の 規 定 に よ る 休 職 か ら 復

職 し た 職 員 に あ つ て は 当 該 復 職 ） の 直 前 の 住 居 で 職 し た 職 員 に あ つ て は 当 該 復 職 ） の 直 前 の 住 居 で

あ つ た 住 宅 （ 県 有 公 舎 及 び 職 員 宿 舎 等 を 除 く 。 ） あ つ た 住 宅 （ 県 有 公 舎 及 び 職 員 宿 舎 等 を 除 く 。 ）

又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 の 定 め る 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 の 定 め る

住 宅 を 借 り 受 け 、 月 額 一 万 六 千 円 を 超 え る 家 賃 を 住 宅 を 借 り 受 け 、 月 額 一 万 二 千 円 を 超 え る 家 賃 を

支 払 つ て い る も の と す る 。 支 払 つ て い る も の と す る 。

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 職 員 の 給 与 に 関 ２ 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 二 年 三 月 三

す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 二 条 第 二 号 の 適 用 に つ

県 条 例 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 三 条 の 規 定 に よ る 住 居 い て は 、 同 号 中 「 条 例 第 十 一 条 第 一 項 」 と あ る の

手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 で あ つ て 、 同 年 四 月 一 は 、 「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

日 に お い て も 引 き 続 き 当 該 住 居 手 当 に 係 る 住 宅 を る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 五 号 ） 附

借 り 受 け 、 家 賃 を 支 払 つ て い る も の の う ち 、 同 日 則 第 三 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 十 一

に 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 各 号 に 該 当 す る こ と と 条 第 一 項 」 と す る 。

な る も の に つ い て は 、 令 和 二 年 三 月 三 十 一 日 に お

-
2

-

い て 支 給 さ れ て い た 住 居 手 当 に 係 る 第 五 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 行 わ れ た 届 出 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 住 居 手 当 の 経 過 措 置 に 関 す

る 規 則 （ 令 和 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号 ）

第 五 条 に お い て 準 用 す る 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 届 出 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 当 該 届 出 ） を 令 和 三

年 四 月 一 日 に お い て 支 給 さ れ る こ と と な る 住 居 手

当 に 係 る 同 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 届 出 と み な

す 。
附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号

給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 支 給 額 ） （ 支 給 額 ）

第 三 条 略 第 三 条 略

２ 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 の う ち 再 任 ２ 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 の う ち 再 任

用 職 員 に 支 給 す る 給 料 の 特 別 調 整 額 は 、 当 該 職 員 用 職 員 に 支 給 す る 給 料 の 特 別 調 整 額 は 、 当 該 職 員

に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る

職 務 の 級 及 び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 三 の 給 職 務 の 級 及 び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 三 の 給

料 の 特 別 調 整 額 欄 に 定 め る 額 （ 法 第 二 十 八 条 の 五 料 の 特 別 調 整 額 欄 に 定 め る 額 （ 法 第 二 十 八 条 の 五

第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 に 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 に

あ つ て は そ の 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 あ つ て は そ の 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇

に 関 す る 条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ に 関 す る 条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ

た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務

時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に

あ つ て は そ の 額 に 算 出 率 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 あ つ て は そ の 額 に 算 出 率 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額

（ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ

数 を 切 り 捨 て た 額 ） 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 職 の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。

に あ る 職 員 に あ つ て は 別 に 定 め る 額 ） と す る 。 ） と す る 。

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）

給 料 の 特 別 調 整 額 表 給 料 の 特 別 調 整 額 表

組 織 の 区 分 職 区 分 組 織 の 区 分 職 区 分

知 事 の 略 略 略 知 事 の 略 略 略

事 務 部 事 務 部

局 博 物 館 館 長 一 種 局 博 物 館 副 館 長 二 種

副 館 長 二 種

略 略 略 略

略 略 略 略 略 略

衛 生 福 略 略 衛 生 福 略 略

祉 大 学 祉 大 学

校 副 校 長 略 校 副 校 長 略

部 長 （ 保 健 看 護 学 部 、 部 長 （ 保 健 看 護 学 部

歯 科 技 術 学 部 及 び 臨 床 及 び 臨 床

検 査 学 部 の 部 長 を 除 検 査 学 部 の 部 長 を 除

く 。 ） く 。 ）
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号

給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 支 給 額 ） （ 支 給 額 ）

第 三 条 略 第 三 条 略

２ 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 の う ち 再 任 ２ 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 に あ る 職 員 の う ち 再 任

用 職 員 に 支 給 す る 給 料 の 特 別 調 整 額 は 、 当 該 職 員 用 職 員 に 支 給 す る 給 料 の 特 別 調 整 額 は 、 当 該 職 員

に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る

職 務 の 級 及 び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 三 の 給 職 務 の 級 及 び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 三 の 給

料 の 特 別 調 整 額 欄 に 定 め る 額 （ 法 第 二 十 八 条 の 五 料 の 特 別 調 整 額 欄 に 定 め る 額 （ 法 第 二 十 八 条 の 五

第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 に 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 に

あ つ て は そ の 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 あ つ て は そ の 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇

に 関 す る 条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ に 関 す る 条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ

た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務

時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に

あ つ て は そ の 額 に 算 出 率 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 あ つ て は そ の 額 に 算 出 率 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額

（ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ

数 を 切 り 捨 て た 額 ） 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 職 の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。

に あ る 職 員 に あ つ て は 別 に 定 め る 額 ） と す る 。 ） と す る 。

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）

給 料 の 特 別 調 整 額 表 給 料 の 特 別 調 整 額 表

組 織 の 区 分 職 区 分 組 織 の 区 分 職 区 分

知 事 の 略 略 略 知 事 の 略 略 略

事 務 部 事 務 部

局 博 物 館 館 長 一 種 局 博 物 館 副 館 長 二 種

副 館 長 二 種

略 略 略 略

略 略 略 略 略 略

衛 生 福 略 略 衛 生 福 略 略

祉 大 学 祉 大 学

校 副 校 長 略 校 副 校 長 略

部 長 （ 保 健 看 護 学 部 、 部 長 （ 保 健 看 護 学 部

歯 科 技 術 学 部 及 び 臨 床 及 び 臨 床

検 査 学 部 の 部 長 を 除 検 査 学 部 の 部 長 を 除

く 。 ） く 。 ）

略 略 略 略

略 略 略 略 略 略

食 肉 衛 所 長 三 種 食 肉 衛 所 長 四 種

生 検 査 生 検 査

所 副 所 長 五 種 所

略 略 略 略 略 略

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六 号

宇 都 宮 市 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

宇 都 宮 市 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宇 都 宮 市 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 規 則 （ 平 成 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 給 料 の 調 整 額 の 特 例 ） （ 給 料 の 調 整 額 の 特 例 ）

第 三 条 派 遣 職 員 に 係 る 職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す 第 三 条 派 遣 職 員 に 係 る 職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す

る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十

四 号 ） 別 表 第 一 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 健 四 号 ） 別 表 第 一 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 健

康 福 祉 セ ン タ ー の 項 中 康 福 祉 セ ン タ ー の 項 中

「 「

⑴ 病 理 細 菌 技 術 者 ⑴ 病 理 細 菌 技 術 者

る 。 ） る 。 ）

健 康 福 祉 セ ン タ ー 健 康 福 祉 セ ン タ ー

⑵ 診 療 エ ッ ク ス 線 ⑵ 診 療 エ ッ ク ス 線

対 策 課 の 職 員 に 限 対 策 課 の 職 員 に 限

（ 健 康 対 策 課 及 び 試 験 検 査 課 の 職 員 に 限

二

（ 健 康 対 策 課 及 び 試 験 検 査 課 の 職 員 に 限

二

技 師 及 び 診 療 放 射 線 技 師 （ 助 手 を 含 み 、 健 康

一

技 師 及 び 診 療 放 射 線 技 師 （ 助 手 を 含 み 、 健 康

一

る 。 ） る 。 ）

「 「

宇 都 宮 市 衛 生 環 境 試 験

病

宇 都 宮 市 衛 生 環 境 試 験

病と あ る の は 、

所

と あ る の は

所

」 」

理 細 菌 技 術 者 理 細 菌 技 術 者

二 二 と 、 同 表 食 肉 衛 生 検 査 所

」 」

の 項 中 「 食 肉 衛 生 検 査 所 」 と あ る の は 「 宇 都 宮 市

と す る 。 食 肉 衛 生 検 査 所 」 と す る 。
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六 号

宇 都 宮 市 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

宇 都 宮 市 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宇 都 宮 市 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 規 則 （ 平 成 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 給 料 の 調 整 額 の 特 例 ） （ 給 料 の 調 整 額 の 特 例 ）

第 三 条 派 遣 職 員 に 係 る 職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す 第 三 条 派 遣 職 員 に 係 る 職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す

る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十

四 号 ） 別 表 第 一 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 健 四 号 ） 別 表 第 一 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 健

康 福 祉 セ ン タ ー の 項 中 康 福 祉 セ ン タ ー の 項 中

「 「

⑴ 病 理 細 菌 技 術 者 ⑴ 病 理 細 菌 技 術 者

る 。 ） る 。 ）

健 康 福 祉 セ ン タ ー 健 康 福 祉 セ ン タ ー

⑵ 診 療 エ ッ ク ス 線 ⑵ 診 療 エ ッ ク ス 線

対 策 課 の 職 員 に 限 対 策 課 の 職 員 に 限

（ 健 康 対 策 課 及 び 試 験 検 査 課 の 職 員 に 限

二

（ 健 康 対 策 課 及 び 試 験 検 査 課 の 職 員 に 限

二

技 師 及 び 診 療 放 射 線 技 師 （ 助 手 を 含 み 、 健 康

一

技 師 及 び 診 療 放 射 線 技 師 （ 助 手 を 含 み 、 健 康

一

る 。 ） る 。 ）

「 「

宇 都 宮 市 衛 生 環 境 試 験

病

宇 都 宮 市 衛 生 環 境 試 験

病と あ る の は 、

所

と あ る の は

所

」 」

理 細 菌 技 術 者 理 細 菌 技 術 者

二 二 と 、 同 表 食 肉 衛 生 検 査 所

」 」

の 項 中 「 食 肉 衛 生 検 査 所 」 と あ る の は 「 宇 都 宮 市

と す る 。 食 肉 衛 生 検 査 所 」 と す る 。

-
2

-

（ 給 料 の 特 別 調 整 額 の 特 例 ）

第 四 条 派 遣 職 員 に 係 る 給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る

規 則 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二

号 ） 別 表 第 一 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 中

「

主

幹 五 種

「

と あ る の は 、

」 宇 都 宮 市 食 肉 衛 生 検 査 所

主 幹

所 長

五 種

と す る 。

四 種

」

第 四 条 略 第 五 条 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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（ 給 料 の 特 別 調 整 額 の 特 例 ）

第 四 条 派 遣 職 員 に 係 る 給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る

規 則 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二

号 ） 別 表 第 一 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 中

「

主

幹 五 種

「

と あ る の は 、

」 宇 都 宮 市 食 肉 衛 生 検 査 所

主 幹

所 長

五 種

と す る 。

四 種

」

第 四 条 略 第 五 条 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 一 条 略 第 一 条 略

（ 条 例 第 二 条 第 三 号 イ ⑶ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 非 常 勤 職 員 ）

第 二 条 条 例 第 二 条 第 三 号 イ ⑶ の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 非 常 勤 職 員 は 、 一 週 間 の 勤 務 日 （ 任 命 権 者

が 定 め る と こ ろ に よ り 勤 務 時 間 が 割 り 振 ら れ た 日

を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 第 八 条 に お い て 同 じ 。 ）

が 三 日 以 上 と さ れ て い る 非 常 勤 職 員 又 は 週 以 外 の

期 間 に よ っ て 勤 務 日 が 定 め ら れ て い る 非 常 勤 職 員

で あ っ て 、 一 年 間 の 勤 務 日 が 百 二 十 一 日 以 上 で あ

る も の と す る 。

（ 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 場 合 ）

第 三 条 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。

一 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ に 規 定 す る 当 該 子 に

つ い て 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六

十 四 号 ） 第 三 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 若

し く は 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の

総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年

法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 認 定

こ ど も 園 に お い て 保 育 を 受 け る こ と 又 は 児 童 福

祉 法 第 二 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保 育 事

業 等 に よ る 保 育 を 受 け る こ と を 希 望 し 、 申 込 み

を 行 っ て い る が 、 当 該 子 が 一 歳 に 達 す る 日 後 の

期 間 に つ い て 、 当 面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い 場 合

二 常 態 と し て 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ に 規 定 す

る 当 該 子 を 養 育 し て い る 当 該 子 の 親 （ 当 該 子 に

つ い て 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第

八 百 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 別 養 子 縁

組 の 成 立 に つ い て 家 庭 裁 判 所 に 請 求 し た 者 （ 当

該 請 求 に 係 る 家 事 審 判 事 件 が 裁 判 所 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 る 。 ） で あ っ て 当 該 子 を 現 に 監 護

す る も の 又 は 児 童 福 祉 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三

号 の 規 定 に よ り 当 該 子 を 委 託 さ れ て い る 同 法 第

六 条 の 四 第 一 号 に 規 定 す る 養 育 里 親 で あ る 者

（ 同 法 第 二 十 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 者 の 意 に 反
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 一 条 略 第 一 条 略

（ 条 例 第 二 条 第 三 号 イ ⑶ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 非 常 勤 職 員 ）

第 二 条 条 例 第 二 条 第 三 号 イ ⑶ の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 非 常 勤 職 員 は 、 一 週 間 の 勤 務 日 （ 任 命 権 者

が 定 め る と こ ろ に よ り 勤 務 時 間 が 割 り 振 ら れ た 日

を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 第 八 条 に お い て 同 じ 。 ）

が 三 日 以 上 と さ れ て い る 非 常 勤 職 員 又 は 週 以 外 の

期 間 に よ っ て 勤 務 日 が 定 め ら れ て い る 非 常 勤 職 員

で あ っ て 、 一 年 間 の 勤 務 日 が 百 二 十 一 日 以 上 で あ

る も の と す る 。

（ 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 場 合 ）

第 三 条 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。

一 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ に 規 定 す る 当 該 子 に

つ い て 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六

十 四 号 ） 第 三 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 若

し く は 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の

総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年

法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 認 定

こ ど も 園 に お い て 保 育 を 受 け る こ と 又 は 児 童 福

祉 法 第 二 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保 育 事

業 等 に よ る 保 育 を 受 け る こ と を 希 望 し 、 申 込 み

を 行 っ て い る が 、 当 該 子 が 一 歳 に 達 す る 日 後 の

期 間 に つ い て 、 当 面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い 場 合

二 常 態 と し て 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ に 規 定 す

る 当 該 子 を 養 育 し て い る 当 該 子 の 親 （ 当 該 子 に

つ い て 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第

八 百 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 別 養 子 縁

組 の 成 立 に つ い て 家 庭 裁 判 所 に 請 求 し た 者 （ 当

該 請 求 に 係 る 家 事 審 判 事 件 が 裁 判 所 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 る 。 ） で あ っ て 当 該 子 を 現 に 監 護

す る も の 又 は 児 童 福 祉 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三

号 の 規 定 に よ り 当 該 子 を 委 託 さ れ て い る 同 法 第

六 条 の 四 第 一 号 に 規 定 す る 養 育 里 親 で あ る 者

（ 同 法 第 二 十 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 者 の 意 に 反

-
2

-

す る た め 、 同 項 の 規 定 に よ り 、 同 法 第 六 条 の 四

第 二 号 に 規 定 す る 養 子 縁 組 里 親 と し て 委 託 す る

こ と が で き な い 者 に 限 る 。 ） 若 し く は 同 号 に 規

定 す る 養 子 縁 組 里 親 で あ る 者 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） で あ る 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚

姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） で あ っ て 当 該 子 が 一 歳 に 達 す る 日 後 の 期

間 に つ い て 常 態 と し て 当 該 子 を 養 育 す る 予 定 で

あ っ た も の が 次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合

イ 死 亡 し た 場 合

ロ 負 傷 、 疾 病 又 は 身 体 上 若 し く は 精 神 上 の 障

害 に よ り 当 該 子 を 養 育 す る こ と が 困 難 な 状 態

に な っ た 場 合

ハ 常 態 と し て 当 該 子 を 養 育 し て い る 当 該 子 の

親 で あ る 配 偶 者 が 当 該 子 と 同 居 し な い こ と と

な っ た 場 合

ニ 六 週 間 （ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に あ っ て は 、 十 四

週 間 ） 以 内 に 出 産 す る 予 定 で あ る 場 合 又 は 産

後 八 週 間 を 経 過 し な い 場 合

（ 条 例 第 二 条 の 四 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 場 合 ）

第 四 条 前 条 の 規 定 は 、 条 例 第 二 条 の 四 第 二 号 の 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 前 条 中 「 一 歳 」 と あ る の

は 、 「 一 歳 六 か 月 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 五 条 ～ 第 七 条 略 第 二 条 ～ 第 四 条 略

（ 条 例 第 二 十 五 条 第 二 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 非 常 勤 職 員 ）

第 八 条 条 例 第 二 十 五 条 第 二 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 非 常 勤 職 員 は 、 一 週 間 の 勤 務 日 が 三 日 以

上 と さ れ て い る 非 常 勤 職 員 又 は 週 以 外 の 期 間 に

よ っ て 勤 務 日 が 定 め ら れ て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ

て 、 一 年 間 の 勤 務 日 が 百 二 十 一 日 以 上 で あ る も の

で あ り 、 か つ 、 一 日 に つ き 定 め ら れ た 勤 務 時 間 が

六 時 間 十 五 分 以 上 で あ る 勤 務 日 が あ る も の と す

る 。
（ 条 例 第 二 十 六 条 第 二 項 に 基 づ く 特 別 休 暇 ） （ 条 例 第 二 十 六 条 に 基 づ く 特 別 休 暇 ）

第 九 条 条 例 第 二 十 六 条 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 第 五 条 条 例 第 二 十 六 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 特 別 休 暇 は 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 定 め る 特 別 休 暇 は 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休

暇 に 関 す る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 暇 に 関 す る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則

第 二 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 第 十 一 号 の 休 暇 と す る 。 第 二 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 第 十 一 号 の 休 暇 と す る 。

（ 条 例 第 二 十 七 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 ）

第 十 条 条 例 第 二 十 七 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

額 は 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関

す る 規 則 （ 令 和 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三
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す る た め 、 同 項 の 規 定 に よ り 、 同 法 第 六 条 の 四

第 二 号 に 規 定 す る 養 子 縁 組 里 親 と し て 委 託 す る

こ と が で き な い 者 に 限 る 。 ） 若 し く は 同 号 に 規

定 す る 養 子 縁 組 里 親 で あ る 者 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） で あ る 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚

姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） で あ っ て 当 該 子 が 一 歳 に 達 す る 日 後 の 期

間 に つ い て 常 態 と し て 当 該 子 を 養 育 す る 予 定 で

あ っ た も の が 次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合

イ 死 亡 し た 場 合

ロ 負 傷 、 疾 病 又 は 身 体 上 若 し く は 精 神 上 の 障

害 に よ り 当 該 子 を 養 育 す る こ と が 困 難 な 状 態

に な っ た 場 合

ハ 常 態 と し て 当 該 子 を 養 育 し て い る 当 該 子 の

親 で あ る 配 偶 者 が 当 該 子 と 同 居 し な い こ と と

な っ た 場 合

ニ 六 週 間 （ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に あ っ て は 、 十 四

週 間 ） 以 内 に 出 産 す る 予 定 で あ る 場 合 又 は 産

後 八 週 間 を 経 過 し な い 場 合

（ 条 例 第 二 条 の 四 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 場 合 ）

第 四 条 前 条 の 規 定 は 、 条 例 第 二 条 の 四 第 二 号 の 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 前 条 中 「 一 歳 」 と あ る の

は 、 「 一 歳 六 か 月 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 五 条 ～ 第 七 条 略 第 二 条 ～ 第 四 条 略

（ 条 例 第 二 十 五 条 第 二 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 非 常 勤 職 員 ）

第 八 条 条 例 第 二 十 五 条 第 二 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 非 常 勤 職 員 は 、 一 週 間 の 勤 務 日 が 三 日 以

上 と さ れ て い る 非 常 勤 職 員 又 は 週 以 外 の 期 間 に

よ っ て 勤 務 日 が 定 め ら れ て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ

て 、 一 年 間 の 勤 務 日 が 百 二 十 一 日 以 上 で あ る も の

で あ り 、 か つ 、 一 日 に つ き 定 め ら れ た 勤 務 時 間 が

六 時 間 十 五 分 以 上 で あ る 勤 務 日 が あ る も の と す

る 。
（ 条 例 第 二 十 六 条 第 二 項 に 基 づ く 特 別 休 暇 ） （ 条 例 第 二 十 六 条 に 基 づ く 特 別 休 暇 ）

第 九 条 条 例 第 二 十 六 条 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 第 五 条 条 例 第 二 十 六 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 特 別 休 暇 は 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 定 め る 特 別 休 暇 は 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休

暇 に 関 す る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 暇 に 関 す る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則

第 二 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 第 十 一 号 の 休 暇 と す る 。 第 二 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 第 十 一 号 の 休 暇 と す る 。

（ 条 例 第 二 十 七 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 ）

第 十 条 条 例 第 二 十 七 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

額 は 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関

す る 規 則 （ 令 和 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三
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号 ） 第 二 十 条 に 規 定 す る 額 又 は 会 計 年 度 任 用 学 校

職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 （ 令 和 二 年

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号 ） 第 二 十 五 条 に 規 定

す る 額 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


